
保 育 園 に お け る 副 食 費 の 一 律 無 償 化 で 保 護 者

負 担 軽 減 を  
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令 和 ６ 年 ４ 月 か ら 実 施 さ れ た 学 校 給 食 費 の

無 償 化 は 、 多 く の 保 護 者 に 感 謝 さ れ て い る 。  

し か し 、 物 価 の 高 騰 が 止 ま ら ず 、 暮 ら し が

大 変 な 状 況 で あ る 。 町 の 保 育 園 の 副 食 費 は 、

第 ３ 子 以 降 の 幼 児 な ど は 免 除 さ れ て い る 。 そ

こ で 、 保 護 者 負 担 を 軽 減 す る た め に も 副 食 費

の 一 律 無 償 化 を 実 施 す べ き と 考 え る が 、 次 の

３ 点 に つ い て 伺 う 。 ① 近 隣 市 町 村 の 状 況 は 。

② 無 償 化 実 現 に か か る 費 用 は 。 ③ 一 律 無 償 化

に 対 す る 町 の 考 え は 。  


